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輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達 

 
 

輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２

２号・輸出注意事項６２第１１号）の一部を別添の新旧対照表のとおり改正す

る。 
 

   附 則 

 この通達は、令和２年１月２２日から施行する。 
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輸出貿易管理令の運用についての一部を改正する通達新旧対照表（傍線部分は改正部分）

○輸出貿易管理令の運用について（昭和６２年１１月６日付け６２貿局第３２２号・輸出注意事項６２第１１号）

改 正 後 現 行

（略） （略）

０ （略） ０ （略）

１ 輸出の許可 １ 輸出の許可

１－０ （略） １－０ （略）

１－１ 輸出の許可 １－１ 輸出の許可

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可 （７） 輸出令別表第１の中欄に掲げる貨物に関する輸出の許可

（イ） 輸出令別表第１の解釈 （イ） 輸出令別表第１の解釈

（略） （略）

輸出令 輸出令別表第 輸出令 輸出令別表第

別表第 １中解釈を要 解 釈 別表第 １中解釈を要 解 釈

１の項 する語 １の項 する語

１ （略） （略） １ （略） （略）

爆発物 次のいずれかに該当するものを含む。 爆発物 次のいずれかに該当するものを含む。

イ～ヌ （略） イ～リ （略）

ヌ （略） ヌ （略）

（一）～（十）（略） （一）～（十）（略）

（十一）ナノテルミット （新設）

注： （略） 注： （略）

火薬類 （略） 次のいずれかに該当 火薬類 （略） 次のいずれかに該当

するものを除く。 するものを除く。

イ～へ （略） イ～へ （略）

ト 航空機用の火工 （新設）

品であって、航空法

（昭和２７年法律第

２３１号）第１０条
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の規定に基づく耐空

証明又は第１２条の

規定に基づく型式証

明を受けた民間航空

機に用いるもの

（略） （略） （略） （略）

２ （略） （略） ２ （略） （略）

分離用若しく 放射線を照射した核燃料物質、核原料 分離用若しく 放射線を照射した核燃料物質、核原料

は再生用に設 物質（以下「照射済み核燃料物質等」 は再生用に設 物質（以下「照射済み核燃料物質等」

計した装置 という。）の処理の過程と通常の状態 計した装置 という。）の処理の過程と通常の状態

において照射済み核燃料物質等と接触 において照射済み核燃料物質等と接触

する装置並びに次のいずれかに該当す する装置並びに次のいずれかに該当す

るものをいう。） るものをいう。）

イ 照射済み核燃料物質等の切断機、 イ 照射済み核燃料物質等の切断又は

寸断機又は脱被覆装置 寸断機

ロ～ホ （略） ロ～ホ （略）

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 複数の対象となる加工方法を行うこと 数値制御を行 複数の対象となる加工方法を行うこと

１条第十四号 ができる工作機械（貨物等省令第１条 うことができ ができる工作機械（貨物等省令第１条

中の工作機械 第十四号イ（三）に該当するものを除 る工作機械 第十四号イ（三）に該当するものを除

く。）にあっては、可能なすべての加 く。）にあっては、可能なすべての加

工方法に対し、関係するすべての規制 工方法に対し、関係するすべての規制

項目を確認し判断すること。 項目を確認し判断すること。

（略） （略）

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 国際規格ISO１０３６０－２（２００９ 貨物等省令第 国際規格ISO１０３６０－２（２００９
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１条第十七号 ）（座標計測第２部）（日本産業規格B １条第十七号 ）（座標計測第２部）（日本工業規格B

イ（一）中の ７４４０－２（２０１３））で定める イ（一）中の ７４４０－２（２０１３））で定める

最大許容長さ 測定方法により各軸の測定精度を測定 最大許容長さ 測定方法により各軸の測定精度を測定

測定誤差 した場合に、製造者が指定する長さ測 測定誤差 した場合に、製造者が指定する長さ測

定誤差の許容値（Ｅox MPE、Ｅoｙ MPE 定誤差の許容値（Ｅox MPE、Ｅoｙ MPE

又はＥoｚ MPE)であって、正又は負の 又はＥoｚ MPE)であって、正又は負の

最大偏差で表したものをいう。 最大偏差で表したものをいう。

貨物等省令第 国際規格ISO10360-2（2009）（座標計 貨物等省令第 国際規格ISO10360-2（2009）（座標計

１条第十七号 測第2部）（日本産業規格B7440-2（201 １条第十七号 測第2部）（日本工業規格B7440-2（201

イ（二）中の 3））で定める測定方法により、空間の イ（二）中の 3））で定める測定方法により、空間の

最大許容長さ 測定精度を測定した場合に、製造者が 最大許容長さ 測定精度を測定した場合に、製造者が

測定誤差 指定する長さ測定誤差の許容値であっ 測定誤差 指定する長さ測定誤差の許容値であっ

て、正又は負の最大偏差で表したもの て、正又は負の最大偏差で表したもの

をいう。製造者が指定した、測定のた をいう。製造者が指定した、測定のた

めの最も正確な条件（最適なプローブ めの最も正確な条件（最適なプローブ

、スタイラス長さ、動作パラメータ、 、スタイラス長さ、動作パラメータ、

環境条件等）を用いて、ソフトウェア 環境条件等）を用いて、ソフトウェア

による補正を行った上で設定される、 による補正を行った上で設定される、

最大許容長さ測定誤差（Eo MPE）を用 最大許容長さ測定誤差（Eo MPE）を用

いて、測定軸の長さに0.00125を乗じて いて、測定軸の長さに0.00125を乗じて

得た数値に1.7を加えた数値以下である 得た数値に1.7を加えた数値以下である

か否かを判定するものとする。 か否かを判定するものとする。

（略） （略） （略） （略）

呼び径が５Ａ 内容物が弁に入る接続端と弁から出る 呼び径が５Ａ 内容物が弁に入る接続端と弁から出る

以上のもの 接続端のいずれか小さい方の接続端の 以上のもの 接続端のいずれか小さい方の接続端の

呼び径の数字（日本産業規格Ｂ２００ 呼び径の数字（日本工業規格Ｂ２００

１号においてＡの符号で表す数字）が １号においてＡの符号で表す数字）が

５以上のもの（呼び径の数字がないも ５以上のもの（呼び径の数字がないも

のにあっては、口径が５ミリメートル のにあっては、口径が５ミリメートル

以上のもの）をいう。 以上のもの）をいう。

（略） （略） （略） （略）
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エンジン、ス エンジン、ス

クラムジェッ クラムジェッ

トエンジン、 トエンジン、

パルスジェッ パルスジェッ

トエンジン、 トエンジン又

デトネーショ は複合サイク

ンエンジン又 ルエンジンの

は複合サイク 部分品

ルエンジンの

部分品

（略） （略） （略） （略）

同等の規格 日本産業規格Ｚ８８２０を含む。 同等の規格 日本工業規格Ｚ８８２０を含む。

（略） （略） （略） （略）

５ （略） （略） ５ （略） （略）

６ （略） （略） ６ （略） （略）

貨物等省令第 複数の対象となる加工方法を行うこと 数値制御を行 複数の対象となる加工方法を行うこと

５条第二号中 ができる工作機械（貨物等省令第５条 うことができ ができる工作機械（貨物等省令第５条

の工作機械 第二号イ（三）に該当するものを除く る工作機械 第二号イ（三）に該当するものを除く

。）にあっては、可能な全ての加工方 。）にあっては、可能な全ての加工方

法に対し、関係するすべての規制項目 法に対し、関係するすべての規制項目

を確認し判断すること。 を確認し判断すること。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ８４１：２００１（日 貨物等省令第 国際規格ＩＳＯ８４１：２００１（日

５条第二号ハ 本産業規格Ｂ６３１０（２００３）（ ５条第二号ハ 本工業規格Ｂ６３１０（２００３）（

（四）中のＺ 産業オートメーションシステム－機械 （四）中のＺ 産業オートメーションシステム－機械

軸又はＷ軸 及び装置の制御－座標系及び運動の記 軸又はＷ軸 及び装置の制御－座標系及び運動の記

号））で定めるＺ軸又はＷ軸 号））で定めるＺ軸又はＷ軸
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（略） （略） （略） （略）

０．２ミリメ ０から０．２ミリメートルまでのいず ０．２ミリメ ２の「０．２ミリメートルまでの測定

ートルまでの れかの測定点において０．２マイクロ ートルまでの レンジにおいて、分解能が０．２マイ

測定レンジに メートル以下の分解能を有するものを 測定レンジに クロメートル以下のもの」の解釈に同

おいて、分解 いう。 おいて、分解 じ。

能が０．２マ 能が０．２マ

イクロメート イクロメート

ル以下のもの ル以下のもの

測定レンジ 測定装置の作動距離の最大と最小の差 （新設） （新設）

をいう。

（略） （略） （略） （略）

７ 輸出令別表第 （略） ７ 輸出令別表第 （略）

１の７の項の １の７の項の

経済産業省令 貨物等省令第６条 （略） 経済産業省令 （新設） （略）

で定める仕様 第一号、第二号、 で定める仕様

のもの 第四号、第七号の のもの

二又は第八号の二

から第八号の四ま

でに該当する貨物

には、ウエハー上

におけるパターン

形成からパッケー

ジングまでの工程

の全ての状態のも

のを含む。

（削る） （削る） 集積回路 ウエハー上における回路形成からパッ

ケージングまでの工程の全ての状態の
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１０ （略） （略） １０ （略） （略）

受信機能を有 通常の用途において個別の送信装置に 受信機能を有 （新設）

するもの又は 結びついたものであるか否かに関わら するもの

その部分品 ず、受信機及び受信機のために特別に

設計された部品にも適用されるものを

いう。

（削る） 送受信機能を有する

ものを除く。

ハイドロホン （略） ハイドロホン （略）

水中の音響変換器 （略） （新設） （略）

で受信機として設

計され動作するト

ランスデューサー

を含む。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 次のいずれかに該当 貨物等省令第 （略） 次のいずれかに該当

９条第八号イ するものを除く。 ９条第八号イ するものを除く。

（二）及びロ イ～ロ （略） （二）及びロ イ～ロ （略）

（十）中のフ ハ フォーカルプ （十）中のフ ハ フォーカルプ

ォーカルプレ レーンアレー（貨 ォーカルプレ レーンアレー（貨

ーンアレーを 物等省令第９条第 ーンアレーを 物等省令第９条第

組み込んだも 三号ニ（一）２又 組み込んだも 三号ニ（一）２又

の はホ（二）に該当 の はホ（二）に該当

するものに限る。 するものに限る。

）を組み込んだも ）を組み込んだも

のであって、次の のであって、次の

いずれかに該当す いずれかに該当す

るもの るもの

（二） 次の１か （二） 次の１か
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ら４までの全 ら４までの全

てに該当する てに該当する

もの もの

１ 最小水平 １ 最小水平

瞬時視野又 瞬時視野又

は最小垂直 は最小垂直

瞬時視野が 瞬時視野が

２ミリラジ １０ミリラ

アン以上の ジアン以上

もの のもの

２～４ （略 ２～４ （略

） ）

（三） （略） （三） （略）

ニ （略） ニ （略）

（略） （略） （略） （略）

持続波レーザ （略） 持続波レーザ （略）

ー発振器 ー発振器

貨物等省令第 Ｍ ファクタが１．３未満のレーザー （新設） （新設）２

９条第十号イ ビームプロファイルのものをいう。

及びロに該当

する単一横モ

ード

貨物等省令第 Ｍ ファクタが１．３以上のレーザー （新設） （新設）２

９条第十号イ ビームプロファイルのものをいう。

及びロに該当

する多重横モ

ード

貨物等省令第 産業用レーザー発振 貨物等省令第 産業用レーザー発振

９条第十号イ 器であって、次のい ９条第十号イ 器であって、次のい

（六）２に該 ずれかに該当するも （六）２に該 ずれかに該当するも
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当する波長可 のを除く。 当する波長可 のを除く。

変レーザー発 イ （削除） 変レーザー発 イ 定格出力が５０

振器以外の持 振器以外の持 ０ワット超１キロワ

続波レーザー 続波レーザー ット以下のものであ

発振器 発振器 って、次のすべてに

該当するもの

（一）ビームパラメ

ータ積が０．７ミリ

メートル・ミリラジ

アン超のもの

（ニ）輝度が１，０

２４ワット毎平方ミ

リメートル毎平方ミ

リラジアン以下のも

の

ロ～ニ （略） ロ～ニ （略）

ホ 定格出力が３． ホ 定格出力が３．

３キロワット超６． ３キロワット超４．

０キロワット以下の ０キロワット以下の

ものであって、ビー ものであって、ビー

ムパラメータ積が３ ムパラメータ積が３

．５ミリメートル・ ．５ミリメートル・

ミリラジアン超のも ミリラジアン超のも

の の

へ （削除） へ 定格出力が４．

０キロワット超５．

０キロワット以下の

ものであって、ビー

ムパラメータ積が５

．０ミリメートル・

ミリラジアン超のも

の

ト （削除） ト 定格出力が５．

０キロワット超６．

０キロワット以下の
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ものであって、ビー

ムパラメータ積が７

．２ミリメートル・

ミリラジアン超のも

の

チ・リ （略） チ・リ （略）

（削除） 注：輝度とは、レー

ザー発振器の定格出

力値をビームパラメ

ータ積の二乗で除し

たものをいう。

（略） （略） （略） （略）

貨物等省令第 （略） 貨物等省令第 （略）

９条第十三号 ９条第十三号

中の航海用レ 中の航海用レ

ーダー ーダー

貨物等省令第 地表から１００キロメートルを超える （新設） （新設）

９条第十三号 高度で動作するよう（に）設計された

のニ中の宇宙 （した）固体の光検出器（をいう。）

用に設計した

固体の光検出

器

（略） （略） （略） （略）

１１ （略） （略） １１ （略） （略）

安定性 安定した温度条件の下で計測されたあ 安定性 安定した温度条件の下で計測されたあ

る特定のパラメータについて、その構 る特定のパラメータについて、その構

成値からのバラツキの標準偏差（１シ 成値からのバラツキの標準偏差（１シ

グマ）をいい、時間の関数として表さ グマ）をいい、時間の関数として表さ




